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くまむら
広報   急流と鍾乳洞の里「球磨村」

  Kuma Village Public Relations

2013.10 No.91

お知らせ版

□総務企画課・議会事務局
　　　　　　　　　　　　
□住民福祉課
□税務課
□産業振興課 ( 観光 ) 
□産業振興課・農業委員会
□建設課
□教育委員会
□会計課
□健康衛生課

☎(32)1111
☎(32)1138
☎(32)1112
☎(32)1113
☎(32)1114
☎(32)1115
☎(32)1116
☎(32)1117
☎(32)1120
☎(32)1139

お
知
ら
せ

　

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は

「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

　
「
税
を
考
え
る
週
間
」
は
、
国

民
生
活
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
税
に
つ
い
て
、そ
の
意
義（
必

要
性
）
や
役
割
（
使
途
）
を
分
か

り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
に
よ

り
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
税
に
対
す

る
理
解
を
よ
り
深
め
て
も
ら
う
た

め
に
設
け
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、「
税
の
役
割
と
税
務

署
の
仕
事
」
を
テ
ー
マ
に
、適
正・

公
平
な
課
税
や
徴
収
の
実
現
に
向

け
た
国
税
庁
の
取
り
組
み
、
今
後

の
課
題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
機

会
を
通
し
て
紹
介
し
ま
す
。な
お
、

国
税
庁
の
取
り
組
み
な
ど
を
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
（「
税
の
役

割
と
税
務
署
の
仕
事
」
バ
ナ
ー
か

ら
リ
ン
ク
）
に
年
間
を
通
し
て
解

説
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

http://w
w
w
.nta.go.jp

■
問
い
合
わ
せ

人
吉
税
務
署

☎
（
２
３
）
２
３
１
１

※
自
動
音
声
案
内
後
、「
２
」
を
ご

　

選
択
く
だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
や
猫
を
飼
う
際
は
、
マ

ナ
ー
を
守
っ
て
飼
う
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
マ
ナ
ー
を
守
ら
な
け
れ

ば
、
近
隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の

も
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
動
物
が
近
寄
っ
て
く
る

だ
け
で
怖
い
思
い
を
す
る
人
も
い

通
行
規
制

ま
す
。
次
の
こ
と
を
守
り
、
快
適

な
生
活
環
境
づ
く
り
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

①
住
宅
敷
地
内
で
の
飼
養
、
散
歩

　
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
で
つ
な
い

　
で
く
だ
さ
い
。

※
放
し
飼
い
は
絶
対
に
し
な
い
で

　
く
だ
さ
い
。
玄
関
周
辺
に
つ
な

　
ぐ
と
、
訪
問
者
へ
飛
び
か
か
っ

　
た
り
、
咬
み
つ
い
た
り
す
る
こ

　
と
が
あ
り
ま
す
。

②
公
共
施
設
（
道
路
敷・河
川
敷・

　
堤
防
な
ど
）
や
農
地
な
ど
の
他

　
人
の
土
地
に
し
た
ふ
ん
は
必
ず

　
飼
い
主
が
後
片
付
け
を
し
て
く

　
だ
さ
い
。

※
散
歩
の
際
は
、
ふ
ん
を
片
付
け

　
る
道
具
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ

　
さ
い
。
踏
み
つ
け
て
不
快
な
思

　
い
を
さ
せ
た
り
、
悪
臭
の
原
因

　
に
な
り
ま
す
。

③
適
切
な
給
餌
・
運
動
を
さ
せ
、

　
ス
ト
レ
ス
を
与
え
な
い
よ
う
に

　
し
ま
し
ょ
う
。

※
犬
や
猫
も
生
き
物
で
す
。
ス
ト

　
レ
ス
で
病
気
に
な
っ
た
り
、
無

　
駄
吠
え
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

④
犬
や
猫
を
飼
っ
た
ら
、
最
後
ま

　
で
責
任
を
持
っ
て
飼
っ
て
く
だ

　
さ
い
。

※
飼
い
主
の
都
合
で
飼
え
な
く
な
っ

　
た
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に

　
し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
村
道
松
本
線
（
治
山
工
事
）】

■
規
制
期
間

平
成
25
年
10
月
10
日
木
～
平
成
26

年
３
月
20
日
木

■
規
制
場
所

球
磨
村
大
字
大
瀬
字
大
久
保
地
内

（
国
道
２
１
９
号
～
松
本
地
区
間
）

■
規
制
内
容　
時
間
通
行
止
め

■
規
制
時
間

午
前
９
時
～
午
前
10
時

午
前
10
時
30
分
～
正
午

午
後
１
時
～
午
後
３
時

午
後
３
時
30
分
～
午
後
５
時

※
緊
急
車
両
な
ど
を
除
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

建
設
課

☎
（
３
２
）
１
１
１
６

税
を
考
え
る
週
間

　

現
在
、
人
吉
球
磨
地
域
で
は
、

ご
み
減
量
化
な
ど
目
指
し
、
マ
イ

バ
ッ
ク
の
持
参
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
ご
み
の
減
量
化
な
ど
に
は
、

住
民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
心
が

け
が
大
切
で
す
。
買
い
物
を
す
る

際
に
は
、
マ
イ
バ
ッ
ク
の
持
参
を

心
が
け
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
衛
生
課
生
活
環
境
係

☎
（
３
２
）
１
１
３
９

10

マ
イ
バ
ッ
グ
の
持
参
を
！

飼
い
犬
や
猫
の
適
正
な
飼

育
を
お
願
い
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

健
康
衛
生
課
生
活
環
境
係

☎
（
３
２
）
１
１
３
９

ゴ
ミ
出
し
の
注
意
！

　
ご
み
を
燃
や
す
こ
と
は
、
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
か

ら
出
る
ご
み
は
、
必
ず
指
定
袋
に

入
れ
て
、
決
め
ら
れ
た
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
へ
出
す
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、ご
み
の
減
量
化
の
た
め
、

生
ご
み
は
、
必
ず
水
切
り
を
し
て

出
す
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
衛
生
課
生
活
環
境
係

☎
（
３
２
）
１
１
３
９



浄化槽を設置している住民の皆さんへ
　浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査という３つ維持管理が適正に行われることで、家庭から排出された汚水を
浄化し、きれいな水にして放流する処理施設です。
　浄化槽を設置した住民の皆さんは、浄化槽の「管理者」になるということですので、浄化槽の機能を正常に維持し、
適正な水質の水を放流するため、浄化槽法で定める保守点検・清掃・法定検査を受ける義務があります。
　３つの維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能が低下し、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生し、近
隣の方へ大変な迷惑となります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分
な費用がかかることにもなります。

※浄化槽の保守点検および清掃の業務委託契約をしていない人は、人吉衛生設備管理有限会社へ問い合わせいただ
　き、早急に契約を行って、浄化槽の適正な維持管理に努めてください。また、法定検査については、熊本県浄化
　槽協会へ問い合わせいただき必ず検査を受けてください。

【法定検査とは？】
法定検査には、新しく浄化槽を設置した後の水質検査（7 条検査）と、その後毎年 1 回行う定期検査（11 条検査）
の 2 種類があります。

●７条検査（設置後などの水質検査）
７条検査は浄化槽を設置し、使い始めてから４カ月から８カ月の間（法的には、「使用開始後３月を経過した日か
ら５月間」）に受ける検査です。浄化槽の設置工事が適正に行われて、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査
します。

● 11 条検査（毎年１回の定期検査）
11 条検査は、毎年１回定期的にうける検査です。浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分発揮され
ているかどうかを検査します。

（問い合わせ）健康衛生課生活環境係　☎ (32)1139　人吉衛生設備管理（有）　☎ (22)5200
　　　　　　   熊本県浄化槽協会　☎ 096(284)3355
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①申請書
　戸籍謄本・抄本等交付申請書に必要事項を記入して
ください。
※申請書様式を掲載していますのでご活用ください。

②手数料
　郵便局で「定額小為替」を購入して下さい。
　金額は次のとおりです。
戸籍謄本・抄本

１通

450 円
除籍および改製原戸籍謄本・抄本 750 円
戸籍の附票 300 円
身分証明書 300 円
独身証明書・婚姻要件具備証明書 350 円

③返信用の封筒
　返信先の住所（住民登録している住所）、氏名を記
入し、切手を貼ってください。( 急ぎの場合は、速達
でご請求ください。）

④本人確認書類
　運転免許証や健康保険証などで、住民登録している
住所が表記されているもの（裏面に記載のある場合は
両面）の写し。

戸籍（除籍・改製原戸籍）謄本・抄本、戸籍の附票、身分証明書は本籍地で発行されます。
遠隔地からの請求は、以下の４点を同封して、本籍地の市町村役場の戸籍係に郵送してください。

戸籍謄本・抄本などは郵便請求ができます

（参考例）
戸籍謄本・抄本などの交付申請書（郵送用）

 申請者

  住　　所　（〒　　　-　　　　　）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  生年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  昼間の連絡先　☎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本　籍 ※番地までご記入ください

筆頭者

必要な人の氏名
（　　年　　月　　日生）

申請者との続柄
本人・夫・妻・子・父母・祖父母
その他（　　　　　　　　　　　）

必要なもの

全部事項証明（謄本） 個人事項証明（抄本）

戸　　　籍 通 通

除　　　籍 通 通

改製原戸籍 通 通

戸籍の附票 通 通

身分証明書 通

独身証明書 通

婚姻要件具備証明書 通

使いみち

備　考

（問い合わせ）住民福祉課住民係　☎ (32)1112
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台風 18 号災害義援金のお願い
「埼玉県台風 18 号災害義援金」

■受付期限　10 月 31 日木
①ア．銀行名　埼玉りそな銀行　さいたま営業部
　　　　　　　普通預金「516304」
　イ．銀行名　武蔵野銀行　県庁前支店
　　　　　　　普通預金「888228」
　　　口座名義　日本赤十字社埼玉県支部
　　　　　　　　支部長　上田清司（うえだきよし）
○同一金融機関の本支店間の振込手数料（ATMは不可）
　は無料となります。
○受領書の発行を希望する場合は、その旨を埼玉県支部
　まで連絡してください。
　〒 330-0064　埼玉県さいたま市浦和区岸町 3-17-1
　日本赤十字社埼玉県支部　振興課　義援金担当者あて
　☎ 048(789)7117　FAX048(834)1520
　（住所、氏名、送金日、金額などを記載してください）
②郵便口座振替　ゆうちょ銀行・郵便局
　口座記号番号　「00190-3-291482」
　口座加入者名　日本赤十字社埼玉県支部台風 18 号災
                        害義援金
○通信欄に「埼玉県台風 18 号災害義援金」と必ず明記
　してください。
○受領証の発行を希望の場合は、通信欄に「受領証希望」
　と記載してください。
○ゆうちょ銀行・郵便局窓口で取り扱いの場合、振替手
　数料は免除されます。

「京都府台風 18 号災害義援金」
■受付期限　10 月 31 日木
①銀行名　京都銀行　本店　普通預金「5125655」
　　　　　口座名義　日本赤十字社京都府支部
　　　　　　　　　　支部長　山田啓二（やまだけいじ）
○備考（摘要欄）に「京都府台風 18 号災害」と明記し
　てください。
○同一金融機関の本支店間（ATM、インターネットバ
　ンキング、ダイレクトバンキング含む）の振込手数
　料は無料となります。
○受領書の発行を希望する場合は、その旨を京都府支部
　まで連絡してください。
　〒 605-0941　京都府東山区三十三間堂廻り町 644
　日本赤十字社京都府支部　組織振興課あて
　☎ 075(541)9326　FAX075(541)1361
　（住所、氏名、送金日、金額などを記載してください）
②郵便口座振替　ゆうちょ銀行・郵便局
　口座記号番号　「00960-6-303241」
　口座加入者名　日赤京都府支部　京都府台風 18 号災
　　　　　　　　害義援金
○通信欄に「京都府台風 18 号災害」と必ず明記してく
　ださい。
○受領証の発行を希望の場合は、通信欄に「受領証希望」
　と記載してください。
○ゆうちょ銀行・郵便局窓口で取り扱いの場合、振替手
　数料は免除されます。

球磨村選手団の活躍光る　～第 68 回熊本県民体育祭～
第 68回熊本県民体育祭は、９月 14日・15日の２日間、天草郡市一円で開催され、グラウンド・ゴルフ男子
団体の部では、球磨郡代表として出場した球磨村チームが２位、また陸上競技の男子 29歳以下 200㍍では、
鎌
かま は た

畑彰
しょ う ご

吾選手が 2位と素晴らしい成績を収めました。主な大会成績は次のとおりです。（敬称略）
■陸上競技
　男子
　● 29 歳以下 200㍍  ２位　鎌

か ま は た

畑 彰
し ょ う ご

吾
　● 40 歳～ 49 歳砲丸投 ３位　平

ひ ら ね

根 啓
け い す け

介
　● 70 歳以上 2000㍍  ６位　淋

そそぎ

 春
は る お

男
　女子
　● 35 歳以上砲丸投  ５位　戸

と や

屋 久
く み こ

美子
　●４× 100㍍Ｒ  ３位　友

と も じ り

尻 望
の ぞ み

美
■卓　球
　一般男子　２回戦敗退　対山鹿市　２－４
■バドミントン
　男子　１回戦敗退　対熊本市　１－４  

■剣　道
　総合　２回戦　　対水俣市　　４－０
　　　　準々決勝　対阿蘇郡市　代表戦の末敗退
■弓　道
　総合　７位
■グラウンド・ゴルフ
　男子　団体　２位
　　　　個人　４位　境

さ か い め

目 春
は る お

男
■水　泳
　女子
　● 200㍍メドレーＲ  ２位　大

お お い わ

岩 瑞
み ず か

佳
　● 200㍍Ｒ   ３位　大

お お い わ

岩 瑞
み ず か

佳
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村民の居住環境の向上と商工業などの活性化を図るため、住民が自己の居住の目的に使用する住宅のリフォーム
を村内の事業者などを利用して行う場合に要した経費に対し、予算の範囲内にで助成金を交付します。
補助対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象住宅
①球磨村に住所がある人　　　　　　　　　　　　　　①球磨村内に存する一戸建住宅の増改築工事
②申請者および世帯員に村税の滞納がないこと　　　　②店舗等併用住宅の場合は居住する部分の増改築工事
③他制度による補助金などを受けていないこと
補助対象工事
① 30 万円以上の増築改装・リフォーム工事であること
②３月 31 日（年度末）までに実績報告（完了）できる工事であること
③村内に本社もしくは支店または営業所を有する法人・個人事業者が施工する工事であること
補助金の額
工事費の 20％／上限額 20 万円

工事費 補助金額
30 万円未満 補助の対象外
30 万円以上 100 万円未満 工事費の 20％の額（1,000 円未満切り捨て）
100 万円以上 一律 20 万円
補助対象工事一覧

【対象工事】
区　分 内　容

必須工事
（次のうちから１以上）

①木材利用促進（県産材を床、壁、天井などに使用する）
②ＵＤ化（段差解消、手すり設置、扉の取っ手をレバーハンドルに交換など）
③省エネルギー推進（断熱性向上のための窓改修、断熱材の設置など）
④子育て支援など（子ども部屋の改修など）

外部工事

屋根のふき替え、防水、塗装、その他の屋根工事
外壁の張り替え、塗装、その他の外装工事
雨どいの取り替え、改修、その他の樋工事
サッシおよびガラスの取付け、取り替え、その他の建具工事

内部工事

床材、壁材および天井材の張り替え、その他の内装工事またはタイル工事
床材、壁材および天井材の塗り替え、その他の塗装工事または左官工事
ドアの取替え、襖の張り替え、その他の建具工事
畳の入れ替え、表替え、その他の畳工事

建設設備工事

ユニットバス化、浴槽の取り替え、その他の浴室工事
システムキッチンの取替え、その他の厨房工事
洗面台、便器の取り替え、その他の衛生設備工事
給水管、排水管およびガス管の取り替え、その他の配管工事
配線、コンセント設置、その他の電気設備工事
住宅用火災警報器の設置

その他の工事 構造工事、外部工事、内部工事、建設設備工事に関連して行う解体工事
基礎、土台、柱、壁、その他構造部分の耐震補強工事

【非対象工事】
区　分 内　容

建築工事
外構工事
別棟の物置や車庫に関する工事
広告塔や広告看板などに関する工事

機器などの更新のみ
エアコン、ガスコンロ、給湯器（ボイラーなど）、温水洗浄便座などの機器本体の購入
費用や単純な電気製品などの更新
冷暖房機器の機器本体の購入費用

（問い合わせ）産業振興課商工観光係　☎ (32)1115

住宅リフォーム補助金受付中！



7　広報くまむら　お知らせ版　2013.10 広報くまむら　お知らせ版　2013.10　6

「
こ
こ
ろ
の
悩
み
相
談
」

を
行
っ
て
い
ま
す

相
　
　
談

　
臨
床
心
理
士
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

心
の
悩
み
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

＊
臨
床
心
理
士
と
は
人
間
の
『
こ

　
こ
ろ
』の
問
題
に
対
応
す
る『
心

　
の
専
門
家
』
で
す
。

■
日
時　
10
月
17
日
木

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

■
場
所　

　
役
場
ま
た
は
自
宅
な
ど
、
ご
希

望
に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
は
予
約
制
で
す
。ま
ず
は
、

　
お
電
話
で
住
民
福
祉
課
福
祉
係

　
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
相
談
内
容

出
産
の
不
安
・
子
ど
も
の
発
達
の

心
配
、
子
育
て
の
悩
み
・
子
ど
も

の
不
登
校
・
介
護
疲
れ
・
借
金
問

題・家
庭
（
家
族
）
の
心
配
ご
と・

ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
ア
ル
コ
ー
ル
、
買

い
物
に
の
め
り
込
ん
で
や
め
ら
れ

な
い
・
職
場
・
学
校
の
対
人
関
係

の
悩
み
・
憂
鬱
な
気
分
が
続
く
・

眠
れ
な
い・家
庭
内
暴
力（
妻
、夫
、

募
　
　
集

　
第
７
回
九
州
カ
ワ
セ
ミ
会
総
会

が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
球
磨

村
か
ら
の
参
加
者
を
募
集
し
ま

す
。
九
州
北
部
在
住
の
球
磨
村
出

身
者
が
出
席
す
る
九
州
カ
ワ
セ
ミ

会
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
期
日　
11
月
16
日
土

■
時
間　
午
前
11
時
～
午
後
２
時

■
場
所　

ホ
テ
ル
ク
リ
オ
コ
ー
ト
博
多

（
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
中
央
街

５
番
３
号
）

■
会
費　
無
料

※
会
費
は
村
か
ら
助
成
し
ま
す
。

※
当
日
は
、
現
地
集
合
・
現
地
解

散
と
し
、
交
通
費
な
ど
は
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。

■
締
め
切
り　
11
月
１
日
金

■
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

総
務
企
画
課
企
画
広
報
係

☎
（
３
２
）
１
１
３
８

九
州
カ
ワ
セ
ミ
会
に
参
加

し
ま
せ
ん
か

　

村
で
は
、「
結
婚
し
た
い
人
」

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
、
結
婚

支
援
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
婚
活
支
援
窓
口
で
は
、
本
気
で

婚
活
を
応
援
し
ま
す

結
婚
し
た
い
人
を
婚
活
会
員
と
し

て
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
募
集
対
象

　
20
歳
以
上
の
独
身
の
人
（
男
性

は
球
磨
村
在
住
、
も
し
く
は
結
婚

後
、
球
磨
村
に
居
住
す
る
人
に
限

り
ま
す
）。

■
応
募
（
会
員
登
録
）　
無
料

　

会
員
登
録
を
希
望
す
る
場
合

は
、
結
婚
活
動
支
援
窓
口
（
総
務

企
画
課
企
画
広
報
係
）
備
え
付
け

の
「
登
録
申
込
書
」
に
記
入
・
押

印
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
活
動
内
容

○
婚
活
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加

○
村
内
外
の
婚
活
イ
ベ
ン
ト
な
ど

　
の
情
報
提
供

○
結
婚
に
関
す
る
相
談
対
応

■
そ
の
他

○
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
参
加
に
は
個

　
人
負
担
が
発
生
す
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

○
個
人
情
報
は
厳
重
に
管
理
し
、

　
結
婚
活
動
支
援
以
外
へ
は
使
用

　
し
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

総
務
企
画
課
企
画
広
報
係

☎
（
３
２
）
１
１
３
８

恋
人
、
子
ど
も
）
な
ど

■
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

住
民
福
祉
課
福
祉
係

☎
（
３
２
）
１
１
１
２

障
害
者
（
児
）
巡
回
相
談

　
人
吉
球
磨
地
域
障
害
者
相
談
支

援
事
業
所
に
よ
る
巡
回
相
談
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
相
談
は
障
害
者

を
対
象
に
、
障
害
福
祉
の
専
門
の

相
談
員
が
、
生
活
上
で
お
困
り
の

こ
と
、
悩
み
ご
と
、
知
り
た
い
こ

と
な
ど
の
相
談
を
受
け
、
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
う
も
の
で
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
期
日　
10
月
26
日
土

■
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
場
所　

第
34
回
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り‶

く

ま
む
ら
″
会
場
内
（
事
務
局
横
）

■
相
談
方
法　
来
所
相
談

■
実
施
機
関

人
吉
球
磨
地
域
障
害
者
相
談
支
援

事
業
所

■
問
い
合
わ
せ

住
民
福
祉
課
福
祉
係

☎
（
３
２
）
１
１
１
２

年
　
　
金

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証

明
書
は
年
末
調
整
・
確
定

申
告
ま
で
保
管
を
！

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

や
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
こ
の
社
会
保
険
料
控
除

を
受
け
る
た
め
に
は
、
納
付
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
25
年
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
保

険
料
を
納
付
し
た
人
に
つ
い
て

は
、「
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証

明
書
」
が
11
月
上
旬
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、
必

ず
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証

書
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
平

成
25
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
保
険

料
を
納
付
し
た
人
は
、
来
年
の
２

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合

も
、
自
分
の
社
会
保
険
料
控
除
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

家
族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明

書
を
添
付
の
上
、
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。　

■
詳
し
い
内
容
・
問
い
合
わ
せ

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
１
１
７

住
民
福
祉
課
住
民
係

☎
（
３
２
）
１
１
１
２　
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11 月　年金相談会日程表
 八代年金事務所における年金相談会が下記のとおり開設されます。お気軽にご相談ください。

場　所 日　程

人吉市（人吉市消費生活センター） １日金、８日金、11 日月、15 日金、18 日月、22 日金
25 日月、29 日金

錦町（温泉センター） 13 日水、27 日水
多良木町（多目的研修センター１階小会議室） ６日水、20 日水

■予約受付時間　午前９時～午後５時
※３日前までに予約が必要ですので、年金手帳を準備の上、八代年金事務所までご連絡ください。なお、予約は先
　着順となりますので、相談者が多い場合はご希望に添えない場合もあります。

（問い合わせ）八代年金事務所　☎ 0965(35)6123　住民福祉課　☎ (32)1112

11 月　乳幼児健診日程表
【３カ月児、６カ月児健診】

健　診 対象者 日　程 場　所
３カ月 平成 25 年６月 27 日～平成 25 年８月 21 日生まれ

21 日木 渡多目的集会施設
６カ月 平成 25 年３月１日～平成 25 年４月 30 日生まれ

■受付時間　午後１時～午後１時 15 分　■内容　小児科健診、身体計測、子育て・栄養相談
■持ってくるもの　母子健康手帳、問診票、バスタオル、お出かけセット（ミルクやオムツ、着替えなど）

【こども歯科健診・フッ素塗布】
健　診 対象者 日　程 場　所

１歳 平成 24 年９月１日～平成 24 年 10 月 31 日生まれ
７日木

球磨村コミュニティセンター
「清流館」３歳 平成 22 年７月１日～平成 22 年 12 月 31 日生まれ

■受付時間　午後指定時間　■内容　歯科健診、個別相談、希望者にはフッ素塗布
■持ってくるもの　母子健康手帳、問診票、フェイスタオル、お出かけセット
※上記以外の人もお呼びすることがあります。

（問い合わせ）健康衛生課　☎ (32)1139

旧神瀬小学校活用に係る
検討会を開催します

　ふれあいサロンの日程に合わせて、旧神瀬小学校施
設活用協議会委員、ふれあいサロンボランティアおよ
び地域の皆さん、社会福祉協議会職員、住民福祉課職
員、ふれあいサロンスタッフとの旧神瀬小学校施設活
用に係る検討会を計画しましたのでご出席ください。

■期　　日 10 月 24 日木
■時　　間 午後３時から
■場　　所 神瀬多目的集会施設
■検討事項 地域コミュニティ事業の取り組みに
  ついて

( 問い合わせ ) 住民福祉課福祉係　☎ (32)1112
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月 火 水 木 金
10/28 10/29 10/30 10/31 １

やまびこ号

●内布（9:00）
●小川・茶屋・舟戸・
　椎屋（9:10）

ふれあいサロン

■那良川老人会
　（那良口公民館）
■岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

４ ５ ６ ７ ８

やまびこ号

●遠原・俣口（9:00）
●毎床・茂田（9:15）

●岡・浦野・板崎・
　田頭（9:00）
●馬場・中園（9:40）

●鵜口・千津・大無田・
　大久保（9:00）
●松谷・那良・那良口
　（9:15）

ふれあいサロン

■ミドリ会（渡多目的）
■毎床寿クラブ
　（せせらぎ）

■渡ニコニコ会
　（渡多目的）
■住吉川内老人クラブ
　（神瀬多目的）

■鏡山長寿会
　（立野分館）
■神瀬上区寿会・下区
　老人クラブ（神瀬多
　目的）

■清水川クラブ
　（高沢集会所）

11 12 13 14 15

やまびこ号

●川島・楮木・多武除・
　上蔀・伊高瀬・箙瀬
　（9:00）
●大岩・日当・永椎・
　四蔵・松野・上原・
　木屋角（9:15）
●神一・神二・堤岩戸・
　和田・蔀（9:25）

●大槻・横井（9:00）
●高沢・蔵谷・沢見・
　坂口（9:20）

ふれあいサロン

■大無田・松谷（大無
　田林業センター）
■親和会・庄本老人会
　（せせらぎ

■大槻地区
　（大槻キャンプ場）
■渡西鶴亀会
　（せせらぎ）

■鵜口熊太郎会
　（鵜口公民館）
■むつみ会（せせらぎ）

■那良川老人会
　（那良口公民館）
■岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

18 19 20 21 22

やまびこ号

●松舟・田代（9:00）
●友尻・宮園・体育館前・
　柳詰（9:30）

●向淋・小谷・松本・
　大瀬（9:00）
●告・大坂間・淋・池下
　（9:20）

●黒白・岳本・中渡・
　日隠（9:00）
●黄檗・中津・吐合・
　中屋・野々原・橋詰
　（9:15）

ふれあいサロン

■鏡山長寿会
　（立野分館）
■神瀬上区寿会・下区
　老人クラブ（神瀬多
　目的）

■内布福寿会
　（内布分館）
■清水川クラブ
　（高沢集会所）

25 26 27 28 29

やまびこ号
●渡駅前・一王子・
　レストラン石水・
　地下（9:00）

●境目・立野・糸原・
　水篠（9:00）

ふれあいサロン
■大無田・松谷（大無
　田林業センター）
■親和会・庄本老人会
　（せせらぎ

■渡西鶴亀会
　（せせらぎ）

■鵜口熊太郎会
　（鵜口公民館）
■むつみ会（せせらぎ）

■那良川老人会
　（那良口公民館）
■岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

11 月　やまびこ号運行表＆ふれあいサロン日程表
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